
昭
和
四
十
二
年
農
林
省
令
第
五
十
号

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
六
十
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
本
邦
に
含
ま
れ
る
附
属
の
島
）

第
一
条
　
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
附
属
の
島
は
、
本
州
、
北
海
道
、
四
国
及
び
九

州
に
附
属
す
る
島
の
う
ち
、
当
分
の
間
、
歯
舞
群
島
、

色
丹
島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
を
除
い
た
も
の
と
す

る
。

（
軽
易
な
水
産
動
植
物
の
採
捕
）

第
二
条
　
法
第
三
条
た
だ
し
書
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
軽
易
な
水
産
動
植
物
の
採
捕
は
、
次
に
掲
げ
る
水
産

動
植
物
の
採
捕
で
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
総
ト
ン
数
三
ト
ン
未
満
の
船

舶
に
よ
り
若
し
く
は
船
舶
に
よ
ら
な
い
で
行
う
も
の
又

は
適
法
に
我
が
国
に
在
留
す
る
外
国
人
が
日
本
の
国
籍

を
有
す
る
漁
業
者
（
人
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
を
さ
せ

る
こ
と
を
業
と
す
る
者
を
含
む
。
）
の
管
理
の
下
に
総

ト
ン
数
三
ト
ン
以
上
の
日
本
船
舶
に
よ
り
行
う
も
の

と
、
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
船
舶
に
よ
ら

な
い
で
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て

告
示
す
る
水
域
及
び
期
間
に
お
い
て
行
う
も
の
に
限
る

も
の
と
す
る
。

一
　
さ
お
づ
り
又
は
手
づ
り
（
ま
き

え餌
づ
り
を
除
く
。
）

に
よ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕

二
　
た
も
網
、

さ叉
手
網
、
や
す
及
び
は
具
以
外
の
漁
具

を
使
用
し
な
い
で
行
う
水
産
動
植
物
の
採
捕

三
　
投
網
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕

四
　
ひ
き
縄
づ
り
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕

（
寄
港
の
許
可
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
船
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
船
長
の
氏
名
及
び
国
籍

二
　
当
該
外
国
漁
船
の
名
称
、
種
類
、
旗
国
（
海
洋
法

に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
第
九
十
一
条
２
に
規
定
す

る
そ
の
旗
を
掲
げ
る
権
利
を
有
す
る
国
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
、
総
ト
ン
数
、
長
さ
、
幅
及
び
喫
水
、
旗

国
に
お
け
る
船
舶
の
登
録
に
係
る
番
号
、
国
際
海
事

機
関
船
舶
識
別
番
号
、
呼
出
符
号
並
び
に
船
舶
の
外

部
か
ら
当
該
船
舶
を
識
別
で
き
る
番
号
、
当
該
外
国

漁
船
と
の
連
絡
手
段
並
び
に
当
該
外
国
漁
船
が
水
産

資
源
の
持
続
的
な
利
用
に
関
す
る
国
際
機
関
そ
の
他

の
国
際
的
な
枠
組
み
（
以
下
「
国
際
的
な
枠
組
み
」

と
い
う
。
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は

当
該
登
録
に
係
る
番
号
（
以
下
「
名
称
等
」
と
い

う
。
）

三
　
当
該
外
国
漁
船
の
有
す
る
漁
ろ
う
設
備
の
種
類
並

び
に
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
（
人
工
衛
星
を
利
用
し

て
船
舶
の
位
置
の
測
定
及
び
送
信
を
行
う
機
器
で
あ

つ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
無
、
種
類
、
情
報
の
送
信

先
及
び
当
該
外
国
漁
船
内
に
備
え
付
け
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
国
又
は
国
際
的
な
枠
組
み

イ
　
当
該
船
舶
の
位
置
を
自
動
的
に
測
定
及
び
記
録

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
次
に
掲
げ
る
情
報
を
自
動
的
に
送
信
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
船
舶
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報

（２）
　
当
該
船
舶
の
位
置
を
示
す
情
報
並
び
に
当
該

位
置
に
お
け
る
日
付
及
び
時
刻

ハ
　
ロ
に
掲
げ
る
情
報
の
改
変
を
防
止
す
る
た
め
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
当
該
外
国
漁
船
に
積
載
さ
れ
て
い
る
漁
獲
物
等
の

品
名
、
魚
種
、
形
態
、
数
量
及
び
積
込
地
（
採
捕
し

た
場
所
を
含
む
。
）
（
以
下
「
品
名
等
」
と
い
う
。
）
、

当
該
漁
獲
物
等
の
全
部
又
は
一
部
の
本
邦
へ
の
陸
揚

げ
又
は
他
の
船
舶
へ
の
転
載
を
行
う
場
合
に
お
い
て

は
そ
の
漁
獲
物
等
の
品
名
等
並
び
に
当
該
外
国
漁
船

の
漁
業
に
係
る
許
可
の
権
限
を
有
す
る
者
、
有
効
期

間
及
び
許
可
番
号
並
び
に
当
該
許
可
に
係
る
操
業
の

場
所
、
魚
種
及
び
漁
具
（
以
下
「
漁
業
の
内
容
等
」

と
い
う
。
）

五
　
漁
獲
物
等
を
当
該
外
国
漁
船
か
ら
他
の
船
舶
に
転

載
し
、
又
は
他
の
船
舶
か
ら
当
該
外
国
漁
船
に
積
み

込
ん
だ
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
場
所
及
び
年
月

日
、
当
該
他
の
船
舶
の
名
称
、
旗
国
及
び
国
際
海
事

機
関
船
舶
識
別
番
号
そ
の
他
の
当
該
他
の
船
舶
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
番
号
並
び
に
当
該
漁
獲
物
等

の
品
名
等

六
　
当
該
外
国
漁
船
の
所
有
者
そ
の
他
当
該
外
国
漁
船

を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
、
国
籍
及
び

住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
名
称
、

本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の

氏
名
。
以
下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）

七
　
当
該
外
国
漁
船
を
寄
港
さ
せ
よ
う
と
す
る
本
邦
の

港
の
名
称
及
び
所
在
地

八
　
当
該
外
国
漁
船
を
寄
港
さ
せ
よ
う
と
す
る
年
月
日

時
及
び
期
間
並
び
に
当
該
寄
港
の
目
的

九
　
当
該
寄
港
の
前
最
後
に
当
該
外
国
漁
船
を
寄
港
さ

せ
た
港
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
入
出
港
の
年
月

日
並
び
に
次
に
当
該
外
国
漁
船
を
寄
港
さ
せ
よ
う
と

す
る
港
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
港
ま
で
の

航
海
の
目
的

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
外
国
漁
船
が
漁
業
の
用
に
供
さ
れ
、
又
は
漁

場
か
ら
漁
獲
物
等
を
運
搬
す
る
際
に
必
要
と
さ
れ
る

当
該
外
国
漁
船
の
旗
国
の
効
力
を
有
す
る
漁
業
に
係

る
許
可
を
有
し
て
い
る
旨

二
　
当
該
外
国
漁
船
が
沿
岸
国
（
旗
国
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
主
権
又
は
管
轄
権
の

下
に
あ
る
水
域
に
お
い
て
漁
業
の
用
に
供
さ
れ
、
又

は
漁
獲
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

外
国
漁
船
が
、
そ
の
際
に
必
要
と
さ
れ
る
当
該
沿
岸

国
の
効
力
を
有
す
る
漁
業
に
係
る
許
可
を
有
し
て
い

る
旨

三
　
当
該
外
国
漁
船
に
積
載
さ
れ
て
い
る
漁
獲
物
等
が

沿
岸
国
の
主
権
又
は
管
轄
権
の
下
に
あ
る
水
域
で
採

捕
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
漁

獲
物
等
が
当
該
沿
岸
国
の
決
定
し
た
水
産
資
源
の
適

切
な
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
措
置
に
違
反
し
て
採

捕
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
旨

四
　
当
該
外
国
漁
船
に
積
載
さ
れ
て
い
る
漁
獲
物
等
が

国
際
的
な
枠
組
み
に
よ
り
当
該
国
際
的
な
枠
組
み
が

決
定
し
た
水
産
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
の
た

め
の
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
漁
獲
物
等
が
当
該
措

置
に
違
反
し
て
採
捕
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
旨

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
外
国
漁
船

が
国
際
的
な
枠
組
み
に
よ
り
我
が
国
が
本
邦
の
港
へ

の
寄
港
の
禁
止
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
旨
が
決
定
さ
れ
る
原
因
と
な
る
行

為
を
し
て
い
な
い
旨

（
漁
獲
物
等
の
転
載
等
の
許
可
の
申
請
）

第
四
条
　
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
で
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
の
除
外
に

係
る
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
漁
船
の
船
長
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
外
国
漁
船
及
び
当
該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他

の
外
国
漁
船
の
船
長
の
氏
名
及
び
国
籍

二
　
当
該
外
国
漁
船
及
び
当
該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他

の
外
国
漁
船
の
名
称
等

三
　
当
該
外
国
漁
船
及
び
当
該
他
の
船
舶
（
外
国
漁
船

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
当
該
他
の
外
国
漁
船
の
有
す
る
漁
ろ
う
設
備
の

種
類
並
び
に
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
の
有
無
、
種

類
、
情
報
の
送
信
先
並
び
に
当
該
外
国
漁
船
及
び
当

該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他
の
外
国
漁
船
内
に
備
え
付

け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
国
又
は
国
際
的
な
枠

組
み

四
　
当
該
外
国
漁
船
及
び
当
該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他

の
外
国
漁
船
に
積
載
さ
れ
て
い
る
漁
獲
物
等
の
品
名

等
並
び
に
当
該
外
国
漁
船
及
び
当
該
他
の
船
舶
又
は

当
該
他
の
外
国
漁
船
の
漁
業
の
内
容
等

五
　
当
該
外
国
漁
船
及
び
当
該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他

の
外
国
漁
船
の
所
有
者
そ
の
他
当
該
外
国
漁
船
及
び

当
該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他
の
外
国
漁
船
を
使
用
す

る
権
利
を
有
す
る
者
の
氏
名
等

六
　
当
該
漁
獲
物
等
の
品
名
等
、
仕
向
地
及
び
所
有
者

の
氏
名
等

七
　
漁
獲
物
等
を
当
該
外
国
漁
船
か
ら
他
の
船
舶
に
転

載
し
、
又
は
他
の
船
舶
か
ら
当
該
外
国
漁
船
に
積
み

込
ん
だ
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
場
所
及
び
年
月

日
、
当
該
他
の
船
舶
の
名
称
、
旗
国
及
び
国
際
海
事

機
関
船
舶
識
別
番
号
そ
の
他
の
当
該
他
の
船
舶
を
特

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
並
び
に
当
該
漁
獲
物
等

の
品
名
等

八
　
当
該
漁
獲
物
等
の
転
載
又
は
積
込
み
の
前
最
後
に

当
該
外
国
漁
船
及
び
当
該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他
の

外
国
漁
船
を
寄
港
さ
せ
た
港
の
名
称
及
び
所
在
地
並

び
に
入
出
港
の
年
月
日
並
び
に
次
に
当
該
外
国
漁
船

及
び
当
該
他
の
船
舶
又
は
当
該
他
の
外
国
漁
船
を
寄

港
さ
せ
よ
う
と
す
る
港
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に

当
該
港
ま
で
の
航
海
の
目
的

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
令
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
で
法
第
六
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
の
除
外
に
係
る
も
の
を
受
け
よ

う
と
す
る
外
国
漁
船
以
外
の
船
舶
の
船
長
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
船
舶
及
び
当
該
外
国
漁
船
の
船
長
の
氏
名
及

び
国
籍

二
　
当
該
船
舶
及
び
当
該
外
国
漁
船
の
名
称
等

三
　
当
該
外
国
漁
船
の
有
す
る
漁
ろ
う
設
備
の
種
類
並

び
に
衛
星
船
位
測
定
送
信
機
の
有
無
、
種
類
、
情
報

の
送
信
先
及
び
当
該
外
国
漁
船
内
に
備
え
付
け
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
国
又
は
国
際
的
な
枠
組
み

1



四
　
当
該
外
国
漁
船
に
積
載
さ
れ
て
い
る
漁
獲
物
等
の

品
名
等
及
び
当
該
外
国
漁
船
の
漁
業
の
内
容
等

五
　
当
該
船
舶
及
び
当
該
外
国
漁
船
の
所
有
者
そ
の
他

当
該
船
舶
及
び
当
該
外
国
漁
船
を
使
用
す
る
権
利
を

有
す
る
者
の
氏
名
等

六
　
当
該
漁
獲
物
等
の
品
名
等
、
仕
向
地
及
び
所
有
者

の
氏
名
等

七
　
当
該
漁
獲
物
等
の
積
込
み
の
前
最
後
に
当
該
船
舶

及
び
当
該
外
国
漁
船
を
寄
港
さ
せ
た
港
の
名
称
及
び

所
在
地
並
び
に
入
出
港
の
年
月
日
並
び
に
次
に
当
該

船
舶
及
び
当
該
外
国
漁
船
を
寄
港
さ
せ
よ
う
と
す
る

港
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
港
ま
で
の
航
海

の
目
的

４
　
令
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
で
法
第
六
条

第
三
項
の
規
定
の
適
用
の
除
外
に
係
る
も
の
を
受
け
よ

う
と
す
る
外
国
漁
船
以
外
の
船
舶
の
船
長
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
当
該
漁
獲
物
等
の
陸
揚
げ
又
は
転
載
の
前
最
後
に

当
該
船
舶
を
寄
港
さ
せ
た
港
（
当
該
本
邦
の
港
を
除

く
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
入
出
港
の
年
月

日
並
び
に
次
に
当
該
船
舶
を
寄
港
さ
せ
よ
う
と
す
る

港
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
港
ま
で
の
航
海

の
目
的

三
　
当
該
漁
獲
物
等
の
積
込
み
の
前
最
後
に
当
該
外
国

漁
船
を
寄
港
さ
せ
た
港
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に

入
出
港
の
年
月
日
並
び
に
次
に
当
該
外
国
漁
船
を
寄

港
さ
せ
よ
う
と
す
る
港
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に

当
該
港
ま
で
の
航
海
の
目
的

（
停
船
命
令
）

第
五
条
　
漁
業
監
督
官
は
、
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
検
査
又
は
質
問
を
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
漁
業
、
水
産
動
植
物
の
採
捕
、
採
捕
準
備
行
為

又
は
探
査
に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う

者
又
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
船
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す

る
旨
を
告
げ
、
又
は
表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関

が
採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
信

号
そ
の
他
の
適
切
な
手
段
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
信
号
旗
Ｌ
を
掲
げ
る
こ
と
。

二
　
サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り
Ｌ

の
信
号
（
短
音
一
回
、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
こ
と
。

三
　
投
光
器
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一

回
、
短
光
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続

し
て
行
う
こ
と
。

３
　
前
項
に
お
い
て
、
「
長
音
」
又
は
「
長
光
」
と
は
、

約
三
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は
投
光
を
い
い
、
「
短
音
」

又
は
「
短
光
」
と
は
、
約
一
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は

投
光
を
い
う
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
二
年
十

月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
一
日
農
林
省
令
第

二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
五
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
二
六
日
農
林
省
令

第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
農
林
省
令

第
二
九
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
関
係
法
令
の
改

廃
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月

十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
一
七
日
農
林
省
令

第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
二
年
七

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第

四
九
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
月
三
一
日
農
林
水
産

省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
四
日
農
林
水
産
省

令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
二
一
日
農
林
水
産

省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
八
年
八
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
五
日
農
林
水
産
省

令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
を

経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
八
日
農
林
水
産
省
令

第
四
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日

（
令
和
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
日
農
林
水
産
省
令

第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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